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下請負人になったみなさまへ
は
じ
め
に

今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事については、

建設業法（昭和24年法律１００号）第24条の7第1項の規定により、

施工体制台帳を作成しなければならないこととなっています。

この建設工事の下請負人（貴社）は、

ほかの建設業者を営むもの（建設業の許可を受けていないものを含む）に

その請け負ったこの建設工事を

請け負わせたときは、遅滞なく、

建設業法施工規則（昭和24年建設省令第14号）第14条の4に規定する

再下請負通知書を提出してください。
また、一度通知いただいた事項や書類に変更が生じたときも、

変更の年月日を付記して同様の書類の提出をしてください。


